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   北播磨総合医療センター企業団監査委員個人情報保護条例施行規 

   程 

 

                        平成２２年３月４日 

                        監査委員規程第４号 

 

                  改正 令和５年８月２日  企業管理規程第７号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、北播磨総合医療センター企業団個人情報保護法施行条例

（令和５年北播磨総合医療センター企業団条例第１号。以下「条例」という。）

の施行に関し、北播磨総合医療センター企業団監査委員が管理する個人情報

について必要な事項を定めるものとする。 

 （他の規程等の例） 

第２条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定める

ものを除くほか、北播磨総合医療センター企業団個人情報保護法等施行規程

（令和５年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第４号）その他企業

長が定める規程等の例による。 

 （事務局長の専決事項） 

第３条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 

 (1) 個人情報の保護に関する法律（以下「法律」という。）第７７条第１項、

第９１条第１項及び第９９条第１項に規定する個人情報開示請求書、個人

情報訂正請求書及び個人情報利用停止請求書を受理すること。 

 (2) 法律第８２条第１項、第９３条第１項及び第１０１条第１項に規定する

開示、訂正及び利用停止の可否の決定を行うこと。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成２２年３月４日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 


